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総務私学課 私学・法人班



総務私学課について

総
務
私
学
課

総務班

文書法規班
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行政情報センター

総務部の予算や組織・定数の管理

文書管理・法制執務

私立学校の振興、公益法人の総括

情報公開等に関する事務



私学・法人班の主な業務内容

私立学校の認可・運営費補助 宗教・公益法人の認可・管理



私立学校について

・学校教育法第１条に規定する
「学校」には含まれない
・同法第124条及び第134条で
別に規定され、職業もしくは実
際生活に必要な能力を育成し、
又は教養の向上を図ることを目
的とした教育を行う

・学校教育法第１条に規定する
「学校」に含まれる
・同法第２条第２項で、「私立
学校とは、学校法人の設置する
学校をいう。」と規定している

私立学校とは、学校教育法で規定されている学校のことです。

小・中・高等学校 専修学校、各種学校



県内の私立学校の状況

私立学校(小・中・高)生徒・児童数(令和５年５月１日現在)



私学法人班の主な事業
①私立学校教育振興事業（約26億円）
私立学校の運営に要する経費に対する補助

②高等学校就学支援金事業（約41億円）
私立高等学校授業料に関する補助

③私立専修学校授業料等減免事業（約13億円）
専修学校等に対する入学金・授業料に関する補助

④私立高等学校通学費負担軽減事業（約5000万円）
バス通学に係る経費の補助

合計 約８０億円



高等学校就学支援金事業



私立専修学校授業料等減免事業



私立高等学校通学費負担軽減事業


